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盆送り供物の回収について
　町内の河川と海岸の環境を守り、町をきれいにする
ために、今年も盆送りの供物などをお預かりします。
預かり場所には焼香台を用意します。
　また、カン、ビン、ペットボトルなどを取り除いて
から持ち込むようお願いします。

記
●期　日　　８月16日（日）午前６時～午前９時
●場　所　　広野町役場「公用車駐車場」

 問  環境防災課　生活環境係　☎0240ｰ27ｰ2114

“敬老会”開催のお知らせ
　本年度は新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、
三密を防ぐ観点から規模縮小で開催いたします。参加
者につきましては、金婚を迎えられるご夫婦とその御
家族や、町内最高齢者などを予定しておりますので、
ご理解ください。

●日　時　　令和２年９月２日（水）午前10時
●会　場　　広野町中央体育館

 問  健康福祉課　保健福祉係　☎0240-27-2113

令和２年度狂犬病予防集合注射（２回目）の日程
　新型コロナウイルス感染症により延期となっていた
狂犬病予防注射についてお知らせいたします。�
飼い犬を町に登録されている方で未接種の方には、後
日お知らせのはがきを送らせていただきますので、は
がきと注射料金を持参して最寄りの会場までお越しく
ださい。�
　また、登録をされていない飼い犬がいる場合は、登
録をお願いします。�
�
１．実施日時および場所

9�月�5�日�(土)
時　　　　間 場　　　　所
��9：30～�9：45 築地ヶ丘公園前
��9：50～10：00 下浅見川地区集会所
10：05～10：15 桜田地区（㈱金村組付近）
10：20～10：25 大谷内消防屯所
10：30～10：40 長畑地区集会所
10：55～11：10 小松地区集会所
13：00～14：30 役場前駐車場

２．費用
●登録と注射の場合� 6,250円
　《内訳》畜犬登録手数料� 3,000円
　　　　��狂犬病予防注射代� 2,700円
　　　　��注射済票手数料��� 550円
●注射のみの場合� 3,250円
　《内訳》狂犬病予防注射代� 2,700円
��　　　　注射済票手数料� 550円
●注射済票交付のみの場合� 550円
　（動物病院等で注射済みの場合)

３．その他
●�当日は、新型コロナウイルス感染症対策の
ため、マスクの着用をお願いします。また、
暑くなることも考えられますので、熱中症
対策も併せてお願いします。
●�状況により、実施時間が前後する場合があ
りますので、ご了承ください。

問 �環境防災課　生活環境係　☎0240ｰ27ｰ2114
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農地中間管理事業について
【事業内容】
高齢などを理由に農業をリタイアする農業者等の農地を農地中間管理機構（福島県農業振興公社）が農地の中
間的受け皿となり、意欲ある担い手に貸し付けることで、効率的な農地の集積・集約を推進する事業です。
※農地中間管理機構による農地の貸借は、農業振興地域内に限られます。

支援措置
（１）地域集積協力金（地域に対する支援）

交付対象地域
地域の話合いにより人・農地プランを作成している地区で、「地域」として定めた農業振興地域内の農地
を一定割合以上まとまって農地中間管理機構に貸し付けた地区。
集積・集約化タイプ

機構の活用率
交付単価

一般地域 中山間地域

区分１ 20％超～40％以下 ４％超～15％以下 1.0万円/10a

区分２ 40％超～70％以下 15％超～30％以下 1.6万円/10a

区分３ 70％超～ 30％超～50％以下 2.2万円/10a

区分４ 50％超 2.8万円/10a

※貸付期間が６年未満の農地は交付対象外（機構の活用率の算定には加える）。
※東日本大震災の津波被災地域および原発事故による避難区域などは、0.3万円/10a上乗せ。

（２）経営転換協力金（出し手に対する支援）
　　①交付対象者
　　　経営転換する農業者、リタイアする農業者、相続人で農業経営を行わない者。
　　②交付要件
　　　ア�　農地中間管理機構に、全ての自作地を10年以上貸付け、農地中間管理機構から担い手に貸付けら

れていること。
　　　　※�ただし、上記の自作地には、「農業振興地域以外の自作地」、「農業振興地域内の10a未満の自作地」、

「機構が借り受けなかった又は貸し付けたものの返還された自作地」を含みません。
　　　イ　遊休農地の所有者はこれを解消すること。

交付単価 上限額

元年～３年度 1.5万円/10a 50万円/１戸

４・５年度 1.0万円/10a 25万円/１戸

　　　※経営転換協力金は、５年間で段階的に縮減・廃止。
　　　※４・５年度は、地域集積協力金と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象。
　　③課税の軽減措置
　　　�農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた者が対象で、次の期間中は固定資産税の課税額が２

分の１に軽減されます。
　　　ア　10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には３年間
　　　イ　15年以上の期間で貸し付けた場合には５年間

 問  産業振興課　農林振興係　☎0240ｰ27ｰ4163


